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検
察
組
織
に
お
け
る
調
査
活
動
費
の
裏
金
流
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

検
察
庁
に
お
い
て
調
査
活
動
費
と
い
う
名
目
で
調
査
の
際
に
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
費
用
が
あ
る
と
承
知
す
る
が
、
調

査
活
動
費
の
趣
旨
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

二

調
査
活
動
費
を
使
用
す
る
際
、
ま
た
は
使
用
し
た
後
、
検
察
庁
に
お
い
て
ど
の
様
な
決
裁
手
続
が
と
ら
れ
る
の
か
説
明
さ

れ
た
い
。

三

本
年
三
月
二
十
日
付
と
同
月
二
十
一
日
付
の
朝
日
新
聞
の
「
内
部
告
発
」
と
い
う
記
事
に
、
元
大
阪
高
検
公
安
部
長
の
三

井
環
氏
が
実
名
で
検
察
庁
に
お
け
る
調
査
活
動
費
の
裏
金
流
用
を
告
発
し
た
経
緯
に
つ
い
て
書
か
れ
た
記
事
（
以
下
、
「
朝

日
記
事
」
と
い
う
。
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
検
察
庁
は
「
朝
日
記
事
」
の
内
容
を
承
知
し
て
い
る
か
。

四

最
高
検
察
庁
、
高
等
検
察
庁
、
地
方
検
察
庁
、
区
検
察
庁
を
含
む
検
察
庁
組
織
全
体
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
偽
造
領
収
書

や
虚
偽
の
伝
票
等
に
よ
り
調
査
活
動
費
が
裏
金
に
さ
れ
、
幹
部
職
員
の
飲
食
費
と
し
て
使
わ
れ
る
等
、
流
用
さ
れ
た
事
例
は

あ
る
か
。

五

四
で
、
あ
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
具
体
的
事
例
を
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

三
井
氏
が
二
〇
〇
二
年
四
月
二
十
二
日
に
逮
捕
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。
三
井
氏
が
逮
捕
さ
れ
た
の
は
、
検
察
庁
に
お
け
る

一



調
査
活
動
費
の
裏
金
流
用
を
実
名
で
告
発
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
こ
と
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
か
。
検
察
庁
の
見
解
如

何
。

七

直
近
十
五
年
の
調
査
活
動
費
の
予
算
額
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

「
朝
日
記
事
」
に
「
一
方
、
検
察
の
調
活
費
は
、
九
八
年
度
の
五
億
九
千
七
百
四
十
万
円
を
ピ
ー
ク
に
年
々
削
減
さ
れ
、

〇
七
年
度
は
七
千
五
百
十
一
万
円
に
な
っ
た
。
」
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
調
査
活
動
費
の
予
算
額
が
年
々
削
減
さ
れ
、
特
に

二
〇
〇
七
年
の
調
査
活
動
費
が
一
九
九
八
年
と
比
較
し
て
ほ
ぼ
八
分
の
一
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

九

「
朝
日
記
事
」
に
「
二
審
判
決
は
『
調
活
費
の
本
来
の
目
的
、
必
要
性
に
は
疑
問
が
生
じ
る
』
と
指
摘
し
た
。
」
と
、
三

井
氏
の
二
審
の
裁
判
長
が
判
決
の
際
に
述
べ
た
発
言
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
右
裁
判
長
の
発
言
に
対
す
る
検
察
庁

の
見
解
如
何
。

十

裏
金
流
用
疑
惑
等
、
検
察
庁
に
お
け
る
調
査
活
動
費
の
使
わ
れ
方
に
は
極
め
て
疑
わ
し
い
も
の
が
あ
り
、
国
民
は
大
き
な

不
信
感
を
抱
い
て
い
る
と
思
料
す
る
が
、
調
査
活
動
費
の
あ
り
方
を
見
直
し
、
裏
金
流
用
に
つ
い
て
徹
底
的
な
調
査
を
す
る

考
え
は
あ
る
か
。
検
察
庁
の
見
解
如
何
。

十
一

鳩
山
�
夫
法
務
大
臣
は
、
検
察
庁
の
上
位
官
庁
の
長
と
し
て
検
察
庁
に
調
査
活
動
費
の
裏
金
流
用
に
つ
い
て
徹
底
的
な

二



調
査
を
行
う
様
命
じ
る
考
え
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


